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加工食品事業

　加工食品事業においては、食品の製造販売業者とし
て、主に食品安全基本法、食品衛生法、食品表示法を
含む法規制の対象となっています。
　食品安全基本法は、2003年に制定・公布された、食
品の安全性確保や消費者保護を目的とした法律であり、
食品関連事業者は、食品供給工程の各段階におけるリ
スクの管理・評価・コミュニケーションを通じた科学的な
安全確保の取り組みが求められています。また、食品衛
生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防⽌し、
国民の健康保護を図ることを目的としており、食品関連
事業者は、食品、添加物、器具または容器包装について
自らの責任においてそれらの安全性を確保するために、
知識および技術の習得、原材料の安全性確保、自主検
査の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければな
らないとされています。2018年には内容を一部改正す
る法律が公布され、HACCP（ハサップ）に沿った衛生管
理などが制度化されました。さらに、食品表示法は、消
費者利益の増進を図り、国民の健康保護・増進等に資
する食品の生産振興への寄与を目的としており、アレル
ゲンや賞味期限、原材料、原産地など販売の用に供する
食品に関する表示の基準（いわゆる食品表示基準）が定
められ、食品関連事業者はこの基準に従った表示をしな
ければならないとされています。
　当社グループは、これらの関連法令の遵守・徹底はも
ちろんのこと、お客様に安全で品質の高い商品を提供し、
安心して召し上がっていただけるように、最高水準の食
の安全管理に向け、「フードセーフティ」「フードディフェン
ス」「フードクオリティ」「フードコミュニケーション」の4つ
の視点から取り組みを行っています。

日本たばこ産業株式会社法

　当社は、製造たばこの製造、販売および輸入に関する
事業を経営することを目的として、「日本たばこ産業株式
会社法」に基づいて設立された株式会社です。日本政府
は、この法律において、常時、当社の発行済株式総数（種
類株式*¹を除く）の3分の1を超える株式を保有していな
ければならないこととされています。また、当社が発行す
る株式もしくは新株予約権を引き受けようとする者の募
集をしようとする場合、または株式交換に際して株式、新
株予約権もしくは新株予約権付社債を交付しようとする
ときは、財務大臣の認可を受けなければなりません。こ
の法律では、当社の営む事業の範囲は「製造たばこの製
造、販売および輸入の事業ならびにこれに附帯する事業
のほか、当社の目的を達成するために必要な事業」とさ
れており、「当社の目的を達成するために必要な事業」に
ついては財務大臣の認可を受ける必要があります。取締
役、執行役および監査役の選任および解任の決議、なら
びに定款の変更、剰余金の処分（損失の処理を除く）、合
併、分割または解散の決議には財務大臣の認可が必要と
されています。また、毎事業年度終了後3カ月以内に、
貸借対照表、損益計算書および事業報告書を財務大臣
に提出する必要があります。
　なお、2011年12月2日に公布•施行された復興財源
確保法*²の附則において、日本政府は、2023年3月31
日終了年度までの間に、たばこ事業法等に基づくたばこ
関連産業への国の関与の在り方を勘案し、当社株式の
保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について
検討を行うこととされています。
*1  株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を

行使することができないものと定められた種類の株式
*2  東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の

確保に関する特別措置法

　当社の一部子会社は、喫煙、たばこ・電子たばこ製品
のマーケティングまたはたばこの煙への曝露から損害を受
けたとする訴訟の被告となっています。喫煙と健康に関
する訴訟については、当社の一部子会社を被告とする訴
訟、またはRJRナビスコ社の米国外たばこ事業を取得し
た契約に基づき、当社が責任を負担するものが存在して
います。また、当社グループは、喫煙と健康に関する訴
訟以外の訴訟においても当事者になっています。
カナダにおいては、当社のカナダ子会社であるJTI-

Macdonald	Corp.（以下JTI-Mac）および当社の被補
償者（RJRナビスコ社のグループ企業）に対し、カナダ各
州政府により提起された10件の医療費返還訴訟が係属
中です。また、カナダでは喫煙に起因する損害を被った
としてその賠償を求める8件の集団訴訟も係属中です。
これらの訴訟の一部には請求額が数兆円規模のものも
あります。当社グループは、これら一連の請求に対して、
その根拠等を⼗分に精査した上で、必要なあらゆる⼿段
を尽くして対処していく所存です。
　なお2019年3月8日に、JTI-Macは「Companies,	
Creditors	Arrangement	Act（企業債権者調整法）」
（以下CCAA）の適用申請をオンタリオ州上位裁判所に
行い、承認されました。これにより、JTI-Macが当事者
となっている上述の訴訟⼿続きおよび判決の執行はすべ
て停⽌しております。また、JTI-Macは同法の適用下で
事業資産が保全され、事業を継続しております。
　ここ数⼗年の間に、米国において、多数かつ大規模
な喫煙と健康に関する訴訟がたばこ製造業者に対して提
起され、巨額の陪審評決が下される等の状況が見られま
す。当社グループは米国におけるこれらの訴訟の被告と
はなっておらず、また補償義務も負っておりません。当
社が1999年にRJRナビスコ社から取得した事業および
2016年1月にReynolds	American	 Inc.グループから
取得したNatural	American	Spirit事業には米国たば
こ事業は含まれておりません。
　現在米国において、電子たばこの使用による健康影
響を争点とした訴訟および広告宣伝上の訴求やパッケー

ジ上の表示が消費者の誤認を招くなどとして、損害賠償
や警告表示の刷記を求める訴訟が複数提起されておりま
す。当社グループは、電子たばこ事業者等複数社に対
して提起された個人訴訟1件の当事者となっており、現
時点において、本件訴訟⼿続きは一時的に停⽌されてお
りますが、原告の請求について、その根拠等を⼗分に精
査した上で、必要なあらゆる⼿段を尽くして対処していく
所存です。
　なお、過去および現在においても当社グループの米国
たばこ事業の規模は小さく、米国における訴訟状況が当
社グループの事業に対し近い将来において重大な悪影響
を及ぼすことはないと考えています。
　当社の一部子会社または当社の被補償者が当事者と
なっている主な訴訟については、有価証券報告書の連結
財務諸表注記「偶発事象」をご参照ください。
　今日までのところ、当社グループは喫煙と健康に関す
る訴訟において一度も敗訴しておらず、また和解金を支
払ったこともありません。しかしながら、当社グループは
係争中のまたは将来の喫煙と健康に関する訴訟がどのよ
うな結果になるのか予測することはできません。これら
の訴訟が当社グループにとって望ましくない結果になった
場合、多額の賠償責任を負うこと等により、当社グルー
プの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。またこれ
ら訴訟の結果にかかわらず、訴訟に関する批判的報道そ
の他により、喫煙に対する社会の許容度の低下や公的な
規制が強化されること、当社グループに対する多くの類
似の訴訟が提起されること、係る訴訟の対応および費用
の負担を強いられること等により、当社グループの業績
に悪影響を及ぼす可能性があります。また、喫煙と健康
に関する訴訟以外にも、当社グループ製品の品質に何ら
かの問題が生じた場合に製造物責任の請求を受ける等、
今後も当社グループを当事者とした訴訟等が発生する可
能性があります。これらの訴訟等が、当社グループにとっ
て望ましくない結果になった場合に、当社グループの業
績または製品の製造、販売、輸出入等に悪影響を及ぼす
可能性があります。
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